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現在の主な防災気象情報と警戒レベルとの関係

警
戒
レ
ベ
ル

状況
住民が
とるべき行動

行動を促す
情報
(避難情報等)

警戒
レベ
ル
相当
情報

防災気象情報

洪水等に関する情報

土砂災害 高潮害指定河川
洪水予報
（河川毎）

洪水害
（市町村毎）

大雨浸水害
（市町村毎）

５
災害発
生又は
切迫

命の危険
直ちに安全確保！ 緊急安全確保

５
相
当

氾濫発生情報 大雨特別警報
（浸水害）

大雨特別警報
（土砂災害） 高潮氾濫発生情報

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４
災害の
おそれ高
い

危険な場所から
全員避難 避難指示

４
相
当

氾濫危険情報 土砂災害警戒情報
高潮特別警報
高潮警報

３
災害の
おそれあ
り

危険な場所から
高齢者等は避難※ 高齢者等避難

３
相
当

氾濫警戒情報 洪水警報 大雨警報
（浸水害）

大雨警報
（土砂災害）

警報に切り替える
可能性が高い
高潮注意報

２
気象
状況
悪化

自らの避難行動を
確認する

洪水、大雨、
高潮注意報

２
相
当

氾濫注意情報 洪水注意報 大雨注意報 高潮注意報

１
今後気象
状況悪化
のおそれ

災害への心構えを
高める

早期注意情報
１
相
当

市町村は、
警戒レベル
相当情報
などを参考
に、避難指
示等の発令
を判断する

警戒レベル警戒レベル 現在の防災気象情報（警戒レベル相当情報）現在の防災気象情報（警戒レベル相当情報）

防災気象情報と警戒レベルとの関係が分かりづらいという課題があり、「防災気象情報に関する検討会」
において2年半かけて検討。その最終とりまとめ（令和6年6月）に沿って防災気象情報を改善。

警戒レベルは、住民が災害時にとるべき避難行動が直感的にわかるよう、避難情報等を５
段階に整理したもの。（例：レベル４＝避難指示、レベル３＝高齢者等避難）
防災気象情報は、避難情報の発令や住民の自主避難の参考となる「警戒レベル相当情
報」という位置づけですが、警戒レベルとの関係が分かりづらかったため、その改善を図りました。
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新しい防災気象情報（令和8年出水期から運用開始予定）

河川氾濫
１級河川などの
大河川の氾濫

大雨
低地の浸水や
大河川以外の氾濫

土砂災害
急傾斜地のがけ崩れや
土石流

高潮
海水面の上昇や
波の打上げによる浸水

（警戒レベルごとに）
住民が
とるべき行動

警戒レベル
５相当

レベル５
氾濫特別警報

レベル５
大雨特別警報

レベル５
土砂災害特別警報

レベル５
高潮特別警報 命の危険 直ちに安全確保！

＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難！＞

警戒レベル
４相当

レベル４
氾濫危険警報

レベル４
大雨危険警報

レベル４
土砂災害危険警報

レベル４
高潮危険警報 危険な場所から全員避難

警戒レベル
３相当

レベル３
氾濫警報

レベル３
大雨警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

避難に時間を要する人は早めに避
難、避難の準備など

警戒レベル
２

レベル２
氾濫注意報

レベル２
大雨注意報

レベル２
土砂災害注意報

レベル２
高潮注意報

避難行動を確認（避難場所や避
難ルート、避難のタイミングなど）

警戒レベル
１ 早期注意情報 災害への心構えを高める

新しい防災気象情報の情報体系とその名称

防災気象情報（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発表。
対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４相当の情報として危険警報を新設。
情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表。（例：レベル４大雨危険警報 等）

2



河川氾濫等に関する情報の主な変更点（現行の情報）

3

＜現在の河川氾濫等に関する情報＞

河川ごとの情報（水防活動用の情報）と市町村ごとの情報（一般向けの警報
等）がある。
気象台の発表情報に、警戒レベル４相当や５相当の情報がないものがある。
大雨警報（浸水害）・注意報は、警戒レベル相当情報としての位置づけがない。



河川氾濫等に関する情報の主な変更点

4

河川氾濫等に関する情報は、洪水予報河川のみを対象とした河川ごとの情報とし、これを一般向けの警
報扱いとする。これまでの気象台による市町村ごとの洪水警報・注意報の発表は行わない。
水位周知河川の氾濫危険情報等のレベル毎の水位の情報は、警戒レベルとの関係を含めてこれまで通
りの運用とし、洪水予報河川への移行を促進する。
浸水害を対象とした大雨特別警報・警報・注意報は、大雨に関する情報として警戒レベル毎に整理し、警
戒レベル相当情報として位置づけ。洪水予報河川以外の河川についても大雨に関する情報の中で一緒
に扱う。



大雨に関する情報について

現在の大雨（浸水害）の特別警報・警報・注意報をベースに、洪水予報河川以外の外水
氾濫等も対象に、５段階の警戒レベルに合わせて情報発表（発表主体は気象台）。

レベル４大雨危険警報を新たに警戒レベル４相当情報として新設。

大雨特別警報（浸水害）

大雨警報（浸水害）

大雨注意報（浸水害）

レベル５大雨特別警報

レベル４大雨危険警報

レベル３大雨警報

レベル２大雨注意報

降った雨が地表面にどれだけ溜まっているか
を指数化した表面雨量指数を発表基準に
して、低い土地の浸水被害など内水氾濫を
対象に発表。

※特別警報（浸水害）については、表面雨量指数だ
けでなく流域雨量指数も基準に使用

内水氾濫に加えて、洪水予報河川以外の
外水氾濫についても対象にする。
このため、発表基準に流域雨量指数の基準
も加える。
新たにレベル４相当の情報も新設。
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今後のスケジュール（予定）

項目 R8.1月 2月 3月 4月 5月 6月

警報等の基準検討

避難情報に関するガイ
ドラインの改定

広報・普及啓発

システム改修

基準案説明
※気象台→自治体

更新内容の
質問受付
※内閣府→自治体

質問回答・
ガイドライン
更新版公開

自治体・各機関と
協力し、あらゆる
手段で実施

新たな防災気象情報運用開始
（5月下旬予定）

電文配信試験
※気象庁→自治体
（事前に日程照会予定）

地域防災
計画改定
（適宜）
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